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宝くじ公式サイトからも購入
できます。詳しくは公式サイ
トをご覧ください。
問 宝くじコールセンター
☎ 0570 ‐ 01 ‐ 1192

ハロウィンジャンボ宝くじ
発売中！

まちづくりについて、市長と直接語り合う市
民懇談会を開催しています。地区の皆さまか
らたくさんのご意見を頂き、その内容を各部
局で調査・検討し、市政に反映していきます。
ぜひご参加ください！ ※申込不要

問 伊奈庁舎地域推進課（内線 1301）

日時 対象地区 場所
11 月 9 日㈰
午前 10 時～ 谷原 谷和原庁舎 2 階 

第１、２会議室
11 月 16 日㈰
午後２時～ 小絹 小絹コミュニティ

センター 多目的室

あなたの声を直接市長に届けよう！
市民懇談会にご参加を！

3 ～ 4 か月児健康診査で導入している、㈱
ミラボが提供する問診票の入力などの事務
手続きをデジタル化するサービス「mila
‐ e 健診」を、1 歳 6 か月児健康診査に
も導入します。これまで紙で案内していた
問診票を、PC やスマートフォンなどから
事前に入力・提出できるようになり、スムー
ズに健康診査を受けられます。
▶開始時期：10 月 29 日㈬に実施する 1
歳 6 か月児健康診査（受診対象月の前月
までに対象の方へ通知をお送りします）
▶利用方法
健康診査の実施前に送付する健診案内に
記載の QR コードを読み取り、お手続き
ください。
※今後、２歳３か月児健康診査、３歳５
か月児健康診査などへ順次拡充していく
予定です。
問 おやこ・まるまるサポートセンター
☎ 0297 ‐ 44 ‐ 8822

１歳６か月児健康診査にも
「mila ‐ e 健診」を導入！

医療費の窓口負担割合が２割の方の負担
を抑える配慮措置は、９月 30 日㈫をもっ
て終了します。これに伴い、1 カ月の外
来医療の負担増加額を 3,000 円までに抑
えるための医療機関などの窓口での上限
や、差額の払い戻しがなくなります。配
慮措置の終了については、厚生労働省が
コールセンターを設置していますのでご
活用ください。
■厚生労働省コールセンター
☎ 0120‐117‐571（フリーダイヤル）
▶設置期限：令和８年３月 31 日㈫
※日・祝日・年末年始を除く
▶対応時間：午前９時～午後６時
問 茨城県後期高齢者医療広域連合給付課
☎ 029 ‐ 309 ‐ 1214

後期高齢者医療制度に
加入している方へ

昨年 12 月に常総環境セ
ンターで発生した火災
は、不燃ごみに混入した
リチウムイオン電池が原
因と推察されています。
現在は不燃ごみを外部施
設に搬出し処理していま
すが、多額の費用が発生
しています。
不燃ごみの中でも「ビニール、プラスチッ
ク類」は常総環境センターで現在も処理
できるため、「ビニール、プラスチック類」
と「金属類、割れ物」を分別していただ
くことで、外部施設への処理費用を抑え
ることができます。市民の皆さまにはお
手数をおかけしますが、不燃ごみの細分
別にご協力をお願いします。
詳しくは市ホームページをご
覧ください。
▶毎月第１・２・４・５回目の不燃ごみ
収集日：ビニール、プラスチック類
▶毎月第３回目の不燃ごみ収集日：金属
類、割れ物
どちらの不燃ごみを出す場合も、不燃ご
み専用袋（青色）を使ってください（プ
ラマークが付いているものは資源物専用
袋（緑色）へ）。
■不燃ごみの新しい出し方のポスター配布中！
集積所に掲示できます。ご希望の方は下
記問い合わせ先までご連絡ください。
■小型充電式電池（リチウムイオン電池
など）は外して、下記回収場所へ！
▶回収場所：伊奈庁舎、谷和原庁舎、みらい
平市民センター、保健福祉センター、みらい
図書館supported by 成島建設、伊奈公民館、
谷和原公民館、各コミュニティセンター（み
らい平・小絹・板橋・谷井田）、セイワ楽器
きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館
問 谷和原庁舎生活環境課（内線 3306）

不燃ごみの細分別に
ご協力ください

秋のお出掛けも楽しみにな
るこの季節、市内の見どこ
ろにも行ってみませんか？
市観光協会では、観光ガイ
ドブックで市内のおすすめ
スポットを紹介しています。今回の改訂
版は表紙も変わり、あの「産業経済課み
らいりんぞう主事」もコラムに登場！ よ
り一層充実した内容となっています。
冊子版は、市役所各庁舎、みらい平市民セ
ンター、みらい平駅の観光協会コーナーに
置いています。市観光協会ホー
ムページでも電子版を見られ
るので、ぜひご覧ください！
問 つくばみらい市観光協会（谷和原庁舎
産業経済課内）（内線 3110）

市内の見どころ満載！
観光ガイドブックリニューアル！

市指定給水装置
工事事業者 市排水設備

指定工事店

上下水道の宅内工事（新設・改造・撤去など）は、上水道は「市指定給水装置工事事業者」、下水道は「市
排水設備指定工事店」でなければ行うことができません。工事の際は、必ず市の指定を受けた業者
に依頼し、上下水道課に事前に申請をしてください。問 谷和原庁舎上下水道課（内線 5305,5308）
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